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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 

回次
第75期

第３四半期
連結累計期間

第76期
第３四半期
連結累計期間

第75期

会計期間
自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日

自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

売上高 (百万円) 195,451 213,224 256,581

経常利益 (百万円) 2,357 4,473 2,641

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,018 2,945 1,748

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 953 3,429 1,668

純資産額 (百万円) 28,723 32,697 29,465

総資産額 (百万円) 107,810 122,051 93,777

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 12.74 36.79 21.87

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 26.7 26.8 31.5
 

 

回次
第75期

第３四半期
連結会計期間

第76期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

１株当たり
四半期純利益金額

(円) 6.09 16.34
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．当社は第75期より従業員株式所有制度を導入しております。当制度の導入に伴い、第75期及び第76期第３

四半期の１株当たり四半期(当期)純利益金額の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数は、資産管理

サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）（以下、「信託Ｅ口」といいます。）が所有する当社株式の数を

控除しております。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内

容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動については以下のとおりであります。　

　

　（食肉関連事業）

　第１四半期連結会計期間において、当社の非連結子会社であったスターゼンヨーロッパAps.は重要性が増したた

め、連結の範囲に含めております。

当第３四半期連結会計期間において、G.＆K.O'Connor Pty.Ltd.は議決権の所有割合が増加したため、持分法適用

の範囲に含めております。

 

EDINET提出書類

スターゼン株式会社(E02574)

四半期報告書

 2/19



第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な

変更があった事項は以下のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであ

ります。

(1) 災害や停電等による影響

大地震、火災、大規模停電等が発生した場合、当社グループの主な取り扱い商品である食肉生産、処理加工、輸

送に対して影響が及ぶ可能性があります。国内需給バランスが乱れ食肉相場の乱高下につながり、当社グループの

業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、原発事故による放射能汚染もしくは同様の災害が発生した場

合、食肉に及ぼす風評等により、販売量の減少や販売価格の下落等により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす

可能性があります。

 
(2) 食肉供給の変動

主要取り扱い商品である食肉の需給関係が、国際的な需要の変化・異常気象・自然災害による家畜の生育遅れや

家畜疾病発生による供給量の減少、或いは消費の不振等を要因に大きく崩れ国内及び海外の食肉相場が変動するこ

とで、取り扱い量の減少、販売価格の下落などのリスクがあります。

 
(3) 公的規制

①ＢＳＥ（牛海綿状脳症）、口蹄疫、新型インフルエンザをはじめとする家畜疾病の発生に伴い、輸入や移動の

規制を受けた場合、当社グループの事業活動が制限される可能性があります。

　②関税に係るセーフガード等の規制が発動された場合、当社グループの事業活動が制限される可能性がありま

す。

　③当社商品は品質表示関連の法規制の適用を受けており、当社は品質管理と品質表示について、常に厳重なる

チェックを行っておりますが、新たな規制の施行により、当社グループの事業活動が制限される可能性がありま

す。

 

(4) 為替リスク

当社グループは、原材料および商品の一部を海外から輸入しており、為替相場の変動が業績に影響を及ぼす可能

性があります。

 
(5) 固定資産の減損リスク

当社グループが保有する固定資産は、経済情勢や市場環境が想定外に変化して期待される収益が得られない等、

資産価値が下落した場合、減損損失を計上する可能性があります。

 
(6) 製品の欠陥

当社グループは、食品衛生、安全衛生の両基準に従って、万全の注意をもって各種の製品を製造しております。

しかしながら、全ての製品において欠陥が無く、将来に製品回収が発生しないという保証はありません。大規模な

製品回収や、製造物責任賠償につながるような製品の欠陥は、多額のコストがかかり、又当社グループの評価に重

大な影響を与えて売上が減少し、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 
(7) 食の安全・安心に関するリスク

当社グループは、食品の「安全性」と「品質」を確保するために、現在53箇所の事業所が『ＳＱＦ』を取得し、

安全・安心な食品を供給する体制を構築しております。今後も安全性、品質確保の為、上記取り組みの強化を図っ

てまいりますが、社会全般にわたる品質問題等取り組みの範囲を超えた事象が発生した場合、当社グループの業績

に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

　

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税増税に伴う反動減からの消費回復がもたつくものの、

雇用・所得環境が改善するなど緩やかな回復基調で推移しました。

　食肉業界は、国産牛肉は和牛肉を中心に出荷量が減少していることから市況は前年を上回り推移しました。国産

豚肉は、出荷量が減少し市況は高値で推移しました。国産鶏肉は、出荷量・市況ともに前年をやや上回り推移しま

した。輸入牛肉は、輸入量が減少し市況は前年を上回り推移しました。輸入豚肉、輸入鶏肉は、輸入量・市況とも

に前年を上回り推移しました。

　このような状況の中、当社グループでは、販売商品の拡充と営業力の強化をすすめ、食肉および加工食品の拡売

に努めた結果、売上高は増加となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は2,132億24百万円（前年同四半期比9.1％増）、営業利

益は39億11百万円（前年同四半期比122.7％増）、経常利益は44億73百万円（前年同四半期比89.8％増）となりまし

た。四半期純利益につきましては29億45百万円（前年同四半期比189.3％増）となりました。

 
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　

<食肉関連事業>

食肉関連事業の売上高は2,109億64百万円（前年同四半期比9.1％増）となりました。

　また、品目別の業績は次のとおりであります。

（食肉）

国産牛肉は、出荷頭数が減少して相場が上昇しましたが、積極的な拡売に努めた結果、取扱量、売上高ともに前

年を上回りました。

　国産豚肉は、豚流行性下痢（PED）の流行により出荷頭数が減少し相場が上昇しましたが、安定的な集荷・生産体

制の下で拡売に努めた結果、取扱量は前年を下回りましたが、売上高は前年を上回りました。

　国産鶏肉は、生産量は前年をやや上回る程度でしたが、生産量が減少した豚肉の代替需要から引き合いが強く、

取扱量、売上高ともに前年を上回りました。

　輸入牛肉は、アジア諸国の需要増や北米における生産量の減少に伴う現地価格の高騰や円安の影響から国内相場

が上昇した結果、取扱量は前年を下回りましたが、売上高は前年を上回りました。

　輸入豚肉は、輸入量は前年を上回りましたが、現地価格の高騰や円安の影響から冷蔵品を中心に国内相場が上昇

した結果、取扱量は前年を下回り、売上高は前年を上回りました。

 輸入鶏肉は、割安感から加工原料需要が高まり輸入量、相場ともに前年を上回って推移した結果、取扱量、売上

高ともに前年を上回りました。

　これらの結果、食肉部門の売上高は1,739億79百万円（前年同四半期比10.1％増）となりました。

（加工食品）

ローストビーフは外食を中心に好調な販売が続きましたが、その他一部の加工食品で工場設備の更新に伴う減産

があったことから、取扱量は前年を下回り、売上高は前年を上回り、売上高は265億25百万円（前年同四半期比

6.7％増）となりました。

（ハム・ソーセージ）

工場の集約化、生産品目の統廃合、委託生産による経営効率化を図った結果、取扱量は前年を下回りましたが、

売上高は前年を上回り、売上高は90億43百万円（前年同四半期比4.5％増）となりました。

（その他）

その他の取扱品につきましては、売上高は14億16百万円（前年同四半期比23.4％減）となりました。

<その他の事業>

その他の事業につきましては、売上高は22億60百万円（前年同四半期比13.3％増）となりました。
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(2) 財政状態の分析

資産、負債及び純資産の状況

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末と比べて、279億86百万円増加し、814億50百万円となりました。これは、主とし

て受取手形及び売掛金や商品及び製品が増加したことによります。

　固定資産は、前連結会計年度末と比べて、2億98百万円増加し、405億67百万円となりました。これは、主として

建設仮勘定が減少したものの、投資有価証券や機械装置及び運搬具が増加したことによります。

　この結果、総資産では、前連結会計年度末に比べて、282億74百万円増加し、1,220億51百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比べて、234億47百万円増加し、625億74百万円となりました。これは、主とし

て短期借入金や買掛金、未払金が増加したことによります。

　固定負債は、前連結会計年度末と比べて、15億93百万円増加し、267億79百万円となりました。これは、主として

リース債務が減少したものの、長期借入金が増加したことによります。

　この結果、負債合計では、前連結会計年度末に比べて、250億41百万円増加し、893億53百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末と比べて32億32百万円増加し、326億97百万円となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

①　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社株式の大規模な買付行為等の是非については、最終的に株主の皆様の判断に委ねられるべきもの

と考えており、そのために株主の皆様が適切な状況判断を行えるよう、十分な情報提供と考慮期間を設ける必要

があると認識しております。

また、当社は、一概に当社株式に対しての大規模な買付行為等に対して否定的な見解を有するものではありま

せん。しかしながら、実際に資本市場で発生する大規模な買付行為の中には、

 1)当社株式の大量買付の目的が真摯に合理的な経営を目指すものではないことが明白であるもの、

2)買収者が一般株主に対し、不利益な条件で株式売却を事実上強要する恐れがあるもの、

3)買収者が、一般株主が適切に判断するために必要な情報の提供や考慮期間を用意していないもの、

4)買収者が当社取締役会に対し、買収提案および事業計画等の提示、並びに交渉機会、考慮期間を用意してい

ないもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにならないものも想定されま

す。

そのような買付行為を行う者は、当社の会社支配に関する基本方針に照らして適当でないと判断し、企業価値

ひいては株主共同の利益を確保する為に、不適切な者からの大規模な買付行為等を防止するために何らかの対抗

処置を講ずる必要があると考えます。

②　会社支配に関する基本方針の実現に資する取り組み

当社では、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための取り組みとして、以下の施策を実施して

おります。

経営集団の形成に資する取り組み

平成25年度を初年度とした中期経営計画を策定し、４販社統合後の各グループ会社の目標を明確にし、その達

成に向けて取り組んでおります。さらに企業価値拡大のために以下の課題に取り組んでおります。

 ・食肉事業への経営資源の集中・・・生産から販売までの当社の機能を活かして、国内外から厳選した食肉類を

             調達し、食肉及び食肉加工品の生産と販売に経営資源を集中する。

 ・変化に対応する営業力の強化・・・広域化する大手量販店、統合が進む地方スーパーマーケット、中食・外食

             企業への対応を強化するために体制を立て直し、提案型営業を強化する。

 ・グループ経営の効率化・・・グループ全体としての業務を最適配分して効率化を図るため、グループ各社の見

       直しによりローコスト体制を構築する。

当社グループは、以上のような取り組みを基本として、企業価値ひいては株主共同の利益の一層の向上を追求

し、さらには財務体質の強化と内部留保の充実を考慮しつつ、株主利益を重視した配当政策を実施してまいりま

す。
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③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取り組みの概要

当社は、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取り組みとして、平成

25年５月13日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（以下「本プラン」

といいます。）の継続を決議し、平成25年６月27日開催の第74回定時株主総会において、本プランの継続につい

てご承認を得ております。

本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とす

る当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付

行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。

　本プランにおける大規模買付時の情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下「大規模買付ルー

ル」といいます。）は、1)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)必要情

報の提供完了後、対価を現金（円価）のみとする公開買付による当社全株式の買付けの場合は最長60日間、また

はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設

定し、取締役会評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。ただし、対抗措置の内容に

ついては株主意思確認手続きをとった場合は、対抗措置の発動、不発動の手続きが完了するまでは、大規模買付

行為は開始できません。

 本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為

に対する対抗措置は講じません。ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、または遵守

されていても当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を著しく損なうと判断する場合には、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

守ることを目的として、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認

める検討可能な対抗措置をとることがあります。

 このように対抗措置をとる場合、その判断の客観性および合理性を担保するために、当社取締役会は対抗措置

の発動に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役又は社外有識者から選任された委員

で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非につ

いて、取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際

して、独立委員会の勧告を最大限尊重します。

 なお、本プランの有効期限は平成28年６月30日までに開催される当社第77回定時株主総会の終結の時までと

なっております。ただし、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または当社取締

役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合にはその時点で廃止されます。

④　本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持

を目的とするものではないことについて

本プランは、1)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、2)株主共同の利益の確保・向上の目的を

もって導入されていること、3)株主意思を反映するものであること、4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報

開示、5)デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと、の理由から、基本方針に沿い、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもので

はないと考えております。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は31百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年２月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 87,759,216 同左
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000株
であります。

計 87,759,216 同左 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年10月１日～
平成26年12月31日

─ 87,759 ─ 9,899 ─ 5,832
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成26年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成26年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）
　普通株式  6,199,000

― ―

完全議決権株式（その他） 　普通株式 79,538,000 79,538 ―

単元未満株式 　普通株式  2,022,216 ― ―

発行済株式総数 87,759,216 ― ―

総株主の議決権 ― 79,538 ―
 

　(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式920株が含まれております。なお、「完全議決権株式（自己株式

等）」　　

      の欄には、自己株式のうち、信託Ｅ口が所有する当社株式1,451,000株を含めておりません。

 
② 【自己株式等】

平成26年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
スターゼン株式会社

東京都港区港南二丁目５番
７号

6,199,000 ― 6,199,000 7.06

計 ― 6,199,000 ― 6,199,000 7.06
 

　上記には、信託Ｅ口が所有する当社株式1,451,000株を含めておりません。

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 8,798 8,354

  受取手形及び売掛金 23,961 ※3  39,262

  商品及び製品 11,178 23,758

  仕掛品 355 271

  原材料及び貯蔵品 1,758 1,491

  その他 7,536 8,416

  貸倒引当金 △125 △104

  流動資産合計 53,464 81,450

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 12,210 12,747

   土地 10,755 10,570

   その他（純額） 6,494 5,812

   有形固定資産合計 29,460 29,130

  無形固定資産   

   のれん 1,071 974

   その他 470 372

   無形固定資産合計 1,541 1,346

  投資その他の資産 ※1  9,266 ※1  10,090

  固定資産合計 40,268 40,567

 繰延資産 44 33

 資産合計 93,777 122,051
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 12,289 17,139

  短期借入金 13,348 28,901

  未払法人税等 545 802

  賞与引当金 1,124 605

  その他 11,819 15,125

  流動負債合計 39,126 62,574

 固定負債   

  社債 3,400 3,400

  長期借入金 18,069 19,881

  退職給付に係る負債 1,708 1,769

  その他 2,007 1,727

  固定負債合計 25,185 26,779

 負債合計 64,312 89,353

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,899 9,899

  資本剰余金 11,086 11,086

  利益剰余金 9,410 12,092

  自己株式 △1,521 △1,455

  株主資本合計 28,874 31,623

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 710 1,005

  繰延ヘッジ損益 16 161

  為替換算調整勘定 △110 △74

  退職給付に係る調整累計額 24 22

  その他の包括利益累計額合計 641 1,115

 少数株主持分 △50 △41

 純資産合計 29,465 32,697

負債純資産合計 93,777 122,051
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 195,451 213,224

売上原価 178,582 193,820

売上総利益 16,868 19,404

販売費及び一般管理費 15,111 15,493

営業利益 1,756 3,911

営業外収益   

 受取利息 30 22

 受取配当金 156 74

 不動産賃貸料 360 363

 受取保険金及び配当金 212 227

 持分法による投資利益 139 272

 その他 309 217

 営業外収益合計 1,209 1,177

営業外費用   

 支払利息 337 340

 不動産賃貸費用 144 139

 その他 127 135

 営業外費用合計 608 615

経常利益 2,357 4,473

特別利益   

 固定資産売却益 4 25

 投資有価証券売却益 5 -

 補助金収入 - 34

 受取補償金 5 -

 特別利益合計 15 60

特別損失   

 固定資産売却損 - 6

 固定資産除却損 41 9

 減損損失 660 105

 投資有価証券評価損 3 -

 特別損失合計 706 121

税金等調整前四半期純利益 1,666 4,411

法人税、住民税及び事業税 523 1,220

法人税等調整額 205 236

法人税等合計 729 1,456

少数株主損益調整前四半期純利益 937 2,955

少数株主利益又は少数株主損失（△） △81 9

四半期純利益 1,018 2,945
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 937 2,955

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 214 283

 繰延ヘッジ損益 △248 145

 為替換算調整勘定 45 34

 退職給付に係る調整額 - △0

 持分法適用会社に対する持分相当額 5 12

 その他の包括利益合計 16 474

四半期包括利益 953 3,429

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,034 3,420

 少数株主に係る四半期包括利益 △81 9
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

(1)連結の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間より、非連結子会社であったスターゼンヨーロッパAps.は重要性が増したため、連結

の範囲に含めております。
 

(2)持分法適用の範囲の重要な変更

　当第３四半期連結会計期間より、G.＆K.O'Connor Pty.Ltd.は議決権の所有割合が増加したため、持分法適用の

範囲に含めております。
 

 

(会計方針の変更)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期

間に近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加

重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

 この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が94百万円増加し、利益剰余金が68百万円

減少しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響額は軽微であります。
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(追加情報)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

当社は、平成26年２月10日開催の取締役会の決議により、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係

るインセンティブの付与を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っておりま

す。

 

(1) 取引の概要

「株式給付信託（従業員持株会処分型）」は、「社員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入す

るすべての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。

　本制度では、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする「株式給付信託（従業員持株

会処分型）契約書」（以下、「本信託契約」といいます。）を締結しております。本信託契約に基づいて設定

される信託を「本信託」といいます。また、みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社と

の間で、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理

を再信託する契約を締結しております。

　本制度では、信託の設定後５年間にわたり持株会が取得する見込みの当社株式を、信託Ｅ口が予め一括して

取得し、持株会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。信託終了時までに、信託Ｅ口が持株会への

売却を通じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格

要件を充足する持株会加入者に分配します。また当社は、みずほ信託銀行株式会社が当社株式を取得するため

の借入に対し保証をしているため、信託終了時において、当社株価の下落により当該株式売却損相当の借入残

債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。

 

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度451百万円、1,641千

株、当第３四半期連結会計期間378百万円、1,375千株であります。

 

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度456百万円、当第３四半期連結会計期間386百万円
 

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

投資その他の資産 243百万円 202百万円
 

 

　２ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

セブンフーズ㈱ 1,759百万円 1,590百万円

㈱阿久根食肉流通センター 1,360 〃 1,253 〃

その他 2,197 〃 2,127 〃

計 5,318百万円 4,972百万円
 

 

※３ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

受取手形 ―百万円 10百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとお

りであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

減価償却費 2,276百万円 2,264百万円

のれんの償却額 97 〃 98 〃
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日)

　

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 559 7.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金
 

 

当第３四半期連結累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日)

　

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 570 7.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

(注) 　平成26年６月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託Ｅ口が保有する自社の株式に対する配当

金11百万円が含まれております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平

　成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

当社は、生産肥育から食肉の処理加工、製造、販売に至るまでの事業を主に国内で行う「食肉関連事業」を中心

に事業活動を展開しており、報告セグメントは「食肉関連事業」のみであるため、セグメント情報の記載を省略し

ております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年12月31日)

　１株当たり四半期純利益金額 12円74銭 36円79銭

　　(算定上の基礎)   

　　四半期純利益金額(百万円) 1,018 2,945

　　普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

　　普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,018 2,945

　　普通株式の期中平均株式数(千株) 79,928 80,066
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり四半期純利益金額の算定における「期中平均株式数」は、信託Ｅ口が所有する当社株式の期中

  平均株式数(当第３四半期連結累計期間1,494千株)を控除して算定しております

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年２月13日

スターゼン株式会社

取　締　役　会　　御　中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　鈴　木　　聡  　　
 

 
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　廣　田　剛　樹
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているスターゼン株式

会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から平

成26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、スターゼン株式会社及び連結子会社の平成26年12月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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